
西水元地区震災復興まちづくり訓練
ガイダンス

～事前復興まちづくりについて学ぶ～
令和７年１０月１５（水）１8：３０～２０：３０

開会

（１） 被災前のくらしをいち早く取り戻すために

（２） 復興のイメージづくり(DVD上映)

（３） 地域のまとまりが早期の復興を促す

～阪神・淡路大震災からの学び～

（４） 今後の予定

（５） 講評

閉会

被災前のくらしをいち早く取り戻すために

西水元地区 震災復興まちづくり訓練
ガイダンス

～事前復興まちづくりについて学ぶ～
危機管理課

資料1



本⽇お話しすること

１．災害時のイメージを共有しよう

２．被災前の暮らしを
取り戻すために

３．まとめ
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出典：石川県資料：令和6年能登半島地震による木造建物の被害調査

震災時のイメージを共有しよう︕︕

輪島市の被害
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出典：石川県資料：令和6年能登半島地震による木造建物の被害調査

震災時のイメージを共有しよう︕︕

 旧耐震基準の建物では、鉄筋コ
ンクリート造や鉄骨造などでも
被害が発生
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※１ 石川県災害対策本部（10月22日）資料
※２ 内閣府資料
※３ 石川県災害対策本部（1月４日）資料

能登半島地震との⽐較

震災時のイメージを共有しよう︕︕
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7

液状化危険度分布（都⼼南部直下地震）

出典：「首都直下地震等による東京の被害想定報告
書」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/tori
kumi/1000902/1021571.html

●様相（液状化等）
区内の広い範囲で液状化が発生しており、道路に大きな割れや段差が発
生したり、マンホールが隆起したりしている。停電に伴う信号機等の滅
灯により、交通事故も数件発生している。施錠したまま放置された車両
が、緊急通行車両の活動の妨げとなっている。

震災時のイメージを共有しよう︕︕
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全壊棟数分布（都⼼南部直下地震）

出典：「首都直下地震等による東京の被害想定報告
書」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/tori
kumi/1000902/1021571.html

●様相（建物被害）
ゆれや液状化の影響で、区内約10万棟の建物のうち、約４千棟の建物が
全壊、約１万２千棟の建物が半壊となっている。耐震性の低い木造建物
や老朽化したビル・マンションの倒壊、家具転倒等に巻き込まれて、
200人を超える死者や3000人を超える負傷者が発生している。消防署は
発災当初は消火活動に専念しており、救助活動にはあたれていない。地
元の自治町会の防災部が中心に、防災活動拠点の倉庫にある資器材を活
用して、救助活動にあたっている。

震災時のイメージを共有しよう︕︕
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焼失棟数分布（都⼼南部直下地震）

出典：「首都直下地震等による東京の被害想定報告
書」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/tori
kumi/1000902/1021571.html

●様相（⽕災）
同時多発火災（区内22箇所）が発生。ボヤ程度ですぐに鎮火したものも
あるが、消防署で対応しきれていない火災には、地元の消防団や市民消
火隊等が消火活動にあたっている。風向は南西で、風速は１ｍ程度だが、
瞬間的に４ｍ程度となる。区内では、延焼火災等により、合わせて5000
棟以上が焼失した。火災からの避難場所として指定されている荒川河川
敷には、数千人規模の避難者が集まっている。

震災時のイメージを共有しよう︕︕

西水元地区地域危険度

出典：東京都「地震に関する地域危険度測定調査報告書（第9回）」

震災時のイメージを共有しよう︕︕
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地域危険度

出典：東京都「地震に関する地域危険度測定調査報告書（第9回）」

震災時のイメージを共有しよう︕︕
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震災時のイメージを共有しよう︕︕

全出火点134か所のう
ち、即時消し止められ
たのが57か所、消し残
った77か所が延焼火災
となり東京市全域の
43.6％を焼き、多くの
犠牲者を出した。

※ 内閣府資料より 12



２．くらしの復興に向けて

13

被災前の暮らしを取り戻すために

※ 神戸市資料より 14



15

約84％避難所避難者数
112,701人

第一順位避難所
（小・中学校など）

最大収容人員
112,687人

1人当たり1.65㎡で算定

スフィア基準収容人員

29,918人

災害や紛争の被
災者が尊厳ある
生活を営むため
の人道支援活動
における最低基
準のことで、一人
当たりの居住スペ
ースの目安は3.5
㎡以上となる。

被災前の暮らしを取り戻すために
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木造住宅の耐震補強

被災前の暮らしを取り戻すために

熊本地震（益城町中心部）における木造建築時期別被害状況

※ 国土交通省資料より



⼤震災発⽣時の被害軽減と防災上安全なまちづくりを促進するため、建築物の耐震化を進めています。そのため、⽊造住宅の
耐震診断にあたって耐震診断⼠を無料派遣するほか、耐震改修設計・耐震改修・建替え・除却等にかかる費⽤を助成します。
また、普及啓発活動として、対象建築物所有者等に対し、説明会・相談会などで耐震化の必要性や区の取組を紹介します。

令和6年度から、グレーゾーン住宅の耐震助成を開始しました︕︕
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１．⽊造建築物耐震化助成（4億4,590万円）
⽊造住宅耐震助成の限度額を引き上げます︕

旧耐震基準の⽊造建築物を対象とした助成限度額を増額︕
補強設計・耐震改修︓180万円から200万円へ

耐震改修︓160万円から180万円へ
建替え︓180万円から200万円へ

「⼾別訪問(無料派遣)」・「耐震診断助成」・「補強設計・耐震改修助成」が対象に︕

２．グレーゾーン住宅の耐震助成（1,382万円）
グレーゾーン住宅の耐震化を進めます︕

グレーゾーン住宅とは・・・
グレーゾーン住宅とは、耐震基準が強化される前の昭和56年（1981年）６⽉１⽇から平成12年（2000年）５⽉31⽇まで
に⼯事に着⼿した、２階建以下の在来軸組⼯法の⽊造住宅です。

区内住宅の耐震化率（令和4年度時点の推計）

昭和56年以降の住宅も

耐震助成します︕

被災前の暮らしを取り戻すために
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被災前の暮らしを取り戻すために
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罹災証明は⽣活再建のパスポート
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主な被災者⽀援制度
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発災後の対応については、「⾃分の⽣命は⾃分で守
る」⾃助と「⾃分たちのまちは⾃分たちで守る」共
助の理念が重要。

各種被災者⽀援制度を活⽤し、被災前のくらしを取
り戻していくことは、復興の第⼀歩となります。

これから復興やまちづくりの体制づくりを
皆さまと⼀緒に考えていきましょう。

ま と め

22



（２）復興の流れをイメージ(DVD上映)

（３）地域のまとまりが早期の復興を促す
～阪神・淡路大震災からの学び～

NPO法人 神戸まちづくり研究所 理事長 松原 永季氏



地域のまとまりが、
早期の復興を促す

〜阪神・淡路大震災からの学び〜

松原 永季

（神戸まちづくり研究所 理事長）

令和７年１０月１５日

西水元地区 震災復興まちづくり訓練

神戸市のまちづくり条例と

「まちづくり協議会」「まちづくり協定」

◎都市計画法の改正（1980年）により

「地区計画」が創設される

→神戸市では「まちづくり条例（神戸市地区計画及びまち

づくり協定等に関する条例）」を1981年に制定

→「住民参加のまちづくり」の制度的枠組

◎対象区域の住民、土地家屋所有者を会員と
した「まちづくり協議会（まち協）」を地域主体と
位置付ける



・まちづくり専門家を神戸市が派遣し、まち協／
専門家／市の三者連携によりまちづくりを推
進する仕組ができ、震災でも有効に機能した

阪神・淡路大震災

◎1995年1月17日兵庫県南部地震発生

→死者6,434人、全壊10.5万棟、

半壊14.4万棟、一部損壊39万棟

◎死者の90％程度は建物の倒壊による圧死

（多くは木造住宅）

→密集市街地では狭隘道路の閉塞も多い



防災基礎情報

地震と建物倒壊の関係

死亡原因の約９割は
建物等の倒壊による
窒息・圧死

阪神・淡路大震災時の調査データより

防災基礎情報

地震と細街路の関係

幅員４ｍ未満の道では，
７３％が人の通行不可
９６％が車の通行不可

阪神・淡路大震災時の調査データより



復興まちづくりとまちづくり協議会

◎復興まちづくりの主要な事業は以下の３つ

土地区画整理事業

市街地再開発事業

災害公営住宅の建設

◎しかし、土地区画整理事業と、市街地再開
発事業は、被災地のごく一部でしか適用され
なかった

復興まちづくりとまちづくり協議会

◎神戸市の場合、

土地区画整理事業（5地区・約143.2ha）と

市街地再開発事業（2地区・約26.7ha）の

対象面積は、

震災復興促進地域（市街地復興の対象地域約5,900ha）

の約3％、

重点復興地域（24地区・1,225ha）の約14％

に過ぎなかった



◎白地地区（区画整理・再開発の黒地地区以

外）では任意事業（住市総）以外は、支援のない

自力再建によるしかなかった

◎住宅は、避難所→仮設住宅→災害公営住宅

の単線的供給が中心で、多様な選択肢が用

意されなかった

◎仮設住宅、公営住宅への入居の各段階にお

いて、２度コミュニティが分断された



◎黒地地区を中心に震災後、まち協が67地区
で設立され、2011年3月時点で96地区のま
ち協が存在していた

→２段階方式の事業推進により、住民参加を
担保していた

→事業地区のまち協は、事業終了後解散する
傾向にある。 （2022年時点の認定まちづくり協議会数は31）

◎野田北部地区、住吉呉田地区などが、震災
復興から新しいまちづくり活動を展開させた

→非常時から平常時のまちづくりへと移行

野田北部地区の

事例を中心に

平成20年7月
野田北ふるさとネット



約13ha

●野田北部地区の位置

大
正
時
代
の
耕
地
整
理
で

ま
ち
が
生
ま
れ
た



国鉄 鷹取駅

国道２号線

＜1949（昭和24）年の航空写真＞
長屋と路地のまち：野田北部

JR 鷹取駅

国道２号線／阪神高速

＜1994（平成6）年の航空写真＞
長屋と路地のまち：野田北部



震災前の路地

生活環境の改善が課題だった



再整備された大国公園

1994（平成6）年12月18日
コミュニティ道路・大国公園完成式典開催

そして
１か月後・・・

1993（平成5）年1月18日
野田北部まちづくり協議会発足

震災前から
地域のまとまりが
生まれていた

1995（平成7）年1月17日午前5時46分

阪神淡路大震災発生



消防は機能せず、火災の拡大を見守るしかなかった

被災者は着の身着のままで公園に集まった



発災後、最初の３日間は、

行政の支援は全くなく、

住民自身で、

自分と家族と地域を

守るしかなかった。

住宅が被災した人たちは、避難所暮らしを余儀無くされ

た。ここでは住民による自治が求められた。



震災後１ヶ月も経たないときに建築制限が指定された。

仕方ないこととはいえ、住民には寝耳に水だった。

さらに、被害の大きかった
地区では、再開発等のまち
づくりの案が示された。

仕方がないとはいえ、生活
再建に忙しい、多くの住民
の反発を招くものだった。

これはやがて、「２段階都
市計画」という、権利者の
意向を反映できる仕組みに
より、比較的早期の同意を
得ることができるようにな
った。



２ヶ月後には公費による解体除却が始まった。

今後の支援を期待して、除却を求める人が多かった。

住宅には自分たちの記憶や大切なものが残されている。

野田北部地区では、跡地から暮らしの痕跡を探す取組が

行われた。それは「宝探し」と呼ばれた。



震災後、３ヶ月。被災地には数多くの更地が広がった。

再建や、次のまちづくりにつながるものも、

そのまま残されてしまうものもあった。

平成７年



阪神淡路大震災において、

土地区画整理事業や市街地再開発事業が

適用されたのは、

震災復興促進地域の、

３％に過ぎなかった

重点復興地域（24地区）でも、

約１４％だった。



白地地域

（区画整理も再開発もない地域）

においては、

地域や権利者がまとまらなければ、

自力再建するしかなかった。

野田北部地区では、

地区の東半分が

区画整理の対象となった



大国公園

全焼した海運町２・３丁目は区画整理に

震災後、３ヶ月。

野田北部地区では、まちづくり協議会を中心に、

復興まちづくりの話し合いが始まった。



まちづくり協議会とは…？

住民や土地家屋の権利者が、

まちの将来の姿を話し合い、

地域の意見をまとめる場

まちづくり協議会

神戸市のまちづくりの進め方



まちづくり協議会、専門家、市役所の３者による

話し合いが始まった。若手の中から人材も現れ始めた。



止むを得ず、郊外の仮設住宅に住むことになった

住民の方々を訪ね、励ます取り組みも行われた。



具体的なまちの復興が始まるまで、跡地が殺風景なまま

ではよくないと、「ガレキに花を咲かせましょう」との

プロジェクトが始まった。

1995年5月24日

震災から４ヶ月後、
最も早く復興まちづ
くりの案が取りまと
められた。

震災前からの取組み
と経験が生かされた
結果だった。



1995年9月12日

震災から約８ヶ月、最も早
く復興まちづくり計画案が
決定した。

1996年9月13日



世界鷹取祭開催

一方で、地域住民や支援者の
つながりをつくり、保つため
の、様々な活動も行われた。

祭などのイベントは、重要な
役割を持っていた。

復活した夏祭りは、大盛況だった。



一方で、区画整理の対象外

となった西半分のまちづくりに

ついても、まち協／専門家／市の

３者の話し合いから、

望ましい手法が採択された。

大国公園

区画整理エリアとの整合性 〜地区計画の導入〜



●街並み誘導型地区計画

▼4m道路に面した住宅地区で敷地面積60m の場合
2

：地区独自でルールを定めることにより、建替えや街並み形成の

誘導を進める計画

●野田北部地区の細街路のイメージ



路地の美装化（街なみ環境整備事業）

路地の個性を引き出す取り組み

震災後に生じた

空地を暫定的に

地域の広場として活用

（スポット創生事業）

きんぽうじゅ広場

2005年12月に撤去後、

密集市街地における

「まちなか防災空地」

の制度に発展



コミュニティ道路と協調型住宅

元住んでいた借家人の方々
が入居できる、賃貸住宅も
建設された。



いきいき路地フェスタ
1998（平成10）年11月15日

路地を介したコミュニティを復活させる取組み

平成７年



平成１６年

阪神淡路大震災での復興まちづくりの課題

■地域の絆（コミュニティ）が２度失われた。

１度目：避難所→仮設住宅へ

２度目：仮設住宅→復興公営住宅へ

■自力再建が難しい人には、

「仮設住宅から復興公営住宅」以外の

選択肢がなかった。



阪神淡路大震災での復興まちづくりの課題

■白地地区では、地域や権利者のまとまりがない

と、ほとんど支援が得られず、自力で再建する

しかなかった。

■借家人の多くが、希望しながらも、もと住んで

いた地域に戻れなかった。

■復興公営住宅での孤立化が進んだ。

→中越沖地震など、その後の災害復興で、教訓を

生かした改善が図られてきている。

災害時に、復旧に、

復興まちづくりに、

生活再建において、

重要だったものは、

地域の絆（コミュニティ）だった。

阪神淡路大震災からの学び



（４）西水元地区復興まちづくり訓練の
今後の予定

株式会社 地域計画連合



■震災復興まちづくり訓練とは

大地震で被災すると、住民も行政も目の前の応急対応におわれます。
しかし、一方で早い時期から地域と行政が力を合わせて復興への取り
組みを始めていくことが重要です。

このことから、自分たちのまちで地震被害が発生した場合、その後の
復興をどのように進めていくか、震災前から準備しておく「事前復興」
が重要とされています。

このために復興過程を疑似体験して、震災復興の手順や方針を話し合
うなどして備えておくのが「震災復興まちづくり訓練」です。

液状化の様子(千葉県浦安市)
出典：一般財団法人消防防災科学ｾﾝﾀｰ

ゆれによる被害の様子
(熊本県益城町)

延焼火災の様子(神戸市長田区・須磨区)
出典：一般財団法人消防防災科学ｾﾝﾀｰ
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「防災訓練」では、災害直後から避難所生活までに必要な技術を習得して
きました。
一方、「震災復興まちづくり訓練」は、避難所など応急対策が一段落した

時期以降に生じる様々な課題をイメージし、それを解決する力を養うこと
を目的に行います。

■防災訓練と震災復興まちづくり訓練
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復興の進め方案の結果発表グループワークの様子 まち歩き結果の報告

• 葛飾区では、震災を想定した復興まちづ
くり訓練を、区内１９の自治町会連合会
のうち１１地区で実施してきました。

• 今年度は、当地区と青戸地区で復興まち
づくり訓練を実施します。

• 震災からどのように復興していくか、地
域の皆さんと区、学識経験者などが話し
合い、それぞれの地域における震災復興
の進め方を取りまとめています。

■これまでの震災復興まちづくり訓練の取組
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〈対象〉
西水元地区（１３町会）

〈会場〉
水元総合スポーツセンター
体育館２階 地域交流ホール

〈形式〉
次回以降、参加者を数班に分け、
各班で意見交換しながら進めていきます。

主な内容予定日回

事前復興まちづくりについて学ぶ１０/１5（水）第１回

被災後の 『住まい』 の復興を考えよう１２/１３（土）第２回

被災後の 『都市』 の復興を考えよう２/７（土）第３回

■ 西水元地区震災復興まちづくり訓練の進め方

な かばやし い つき

訓練各回と 訓練全体の

アド バイ ス・ 解説を いただき ます

東京都立大学 名誉教授／工学博士
葛飾区都市計画審議会会長  他

中林 一樹 氏

ア ド バイ ザー
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本日



「被災後の『住まい』の復興を考えよう」

■葛飾区の被害想定と、避難から仮住まい、復興に至る地域協働復興の流れ、
体制等について学びます。

■西水元地区の復興でも活用する復興資源や、復興まちづくりで解決すべき
課題について、事前に区が点検した結果をもとに話し合います。

■被災者になりきって、避難生活や仮住まいの確保について、話し合います。

「生活再建」について話し合った様子
（南綾瀬地区）

■プログラム
１．葛飾区の被害想定と地域協働復興を

知ろう

２．災害危険を知り、復興の手がかりを
探そう

３．被災後の『住まい』の復興を考えよう

４．発表と解説

第２回：１２月１３日（土） 14:00～16:30

「被災後の『都市』の復興を考えよう」

■被災者になりきって、まちの復興方針や必要な都市機能等について話し
合います。

■震災後の早期復興のために、「西水元地区震災復興の進め方」をまとめ、
普段からできる取組について話し合います。

■プログラム
１．西水元地区の特性と訓練用被害想定

２．被災後の『都市』の復興を考えよう

３．「震災復興の進め方」をまとめよう

４．発表と解説
まちの様子について地図の上に整理

（南綾瀬地区）

第３回：２月７日（土） 14:00～16:30



（５） 講評

東京都立大学 中林 一樹 名誉教授

《次回の予定》

日時： １2月１３日（土）1４:０0～１６:30

場所： 水元総合スポーツセンター体育館

２階 地域交流ホール

内容： 被災後の 『住まい』 の復興を

考えよう




